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○須崎市個人情報保護条例施行規則 

平成 17年 6月 10日 

須崎市規則第 15号 

(趣旨) 

第 1条 この規則は、須崎市個人情報保護条例(平成 17年須崎市条例第 3号。以下「条例」という。)

の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

(用語) 

第 2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。 

(業務の登録) 

第 3条 条例第 7条第 1項に規定する個人情報取扱事務の登録は、個人情報取扱事務台帳(別記様式第

1号。以下「台帳」という。)により、当該個人情報取扱事務を所管する課等(以下「所管課」とい

う。)の長が行うものとする。この場合において、所管課の長(以下「所管課長」という。)は、当該

個人情報取扱事務台帳の写しを総務課長に提出しなければならない。 

2 条例第 7条第 1項第 7号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。 

(1) 個人情報取扱事務の開始届出日、変更届出日及び廃止届出日 

(2) 個人情報取扱事務の開始日、変更日及び廃止日 

(3) 目的外利用及び外部提供の有無 

(4) 記録形態 

(5) 処理形態 

(6) 外部との電子結合及び事務処理委託の有無 

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要があると認める事項 

(個人情報取扱事務の変更又は廃止) 

第 4条 所管課長は、個人情報取扱事務を変更するときは、当該変更に係る部分を修正した台帳を作

成するとともに、その写しを総務課長に提出しなければならない。 

2 所管課長は、個人情報取扱事務を廃止したときは、当該台帳に廃止の表示をし、その写しを総務課

長に提出しなければならない。 

(開示請求の手続) 

第 5条 条例第 16条第 1項の規定による書面の提出は、個人情報開示請求書(別記様式第 2号)により

行うものとする。 

2 条例第 16条第 2項に規定する本人であることを示す書類は、次に掲げる書類のいずれかとする。 

(1) 運転免許証、日本国旅券その他の官公署の発行した書類であって、それにはり付けた写真によ

り本人が確認できるもの 

(2) 健康保険の被保険者証、国民年金手帳その他のこれらに準ずる書類であって、それを所持する

ことにより本人であることが確実であると認められるもの 

3 条例第 16条第 2項に規定する法定代理人であることを示す書類は、次に掲げる書類とする。 

(1) 当該法定代理人に係る前項各号に掲げる書類のいずれか 

(2) 本人の戸籍の抄本その他の法定代理人であることを証明する書類 

(開示請求に対する通知) 

第 6条 条例第 20条第 2項の規定による通知は、個人情報の開示請求に対する決定通知書(別記様式

第 3号)により行うものとする。 
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2 条例第 20条第 3項の規定による通知は、開示請求に係る決定期間延長通知書(別記様式第 4号)に

より行うものとする。 

3 条例第 20条第 5項の規定による通知は、第三者に対する開示決定通知書(別記様式第 5号)により

行うものとする。 

(開示の実施) 

第 7条 条例第 22条第 1項に規定する開示は、市長が指定する日時及び場所において行うものとする。 

2 前項の場合において、個人情報の開示を受ける者は、当該個人情報が記録されている行政文書を丁

寧に取り扱い、汚損し、又は破損してはならない。 

3 市長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、開示を中止し、又は禁止する

ことができる。 

4 第 5条第 2項及び第 3項の規定は、個人情報の開示を受ける者について準用する。 

(電磁的記録の開示方法) 

第 8条 条例第 22条第 2項に規定する電磁的記録に記録されている個人情報の開示の方法は、次の各

号に掲げる電磁的記録の種別に応じ、当該各号に定める方法とする。ただし、当該各号に定める方

法によりがたいときは、市長が適当と認める方法(市長以外の実施機関が開示の決定をした場合にあ

っては、当該開示の決定をした実施機関が適当と認める方法)により行うものとする。 

(1) 録音テープ 次のア又はイに掲げるいずれかの方法 

ア 当該録音テープを専用機器により再生したものの聴取 

イ 当該録音テープを録音カセットテープに複写したものの交付 

(2) ビデオテープ 次のア又はイに掲げるいずれかの方法 

ア 当該ビデオテープを専用機器により再生したものの視聴 

イ 当該ビデオテープをビデオカセットテープに複写したものの交付 

(3) 前 2号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録 当該電磁的記録を専用機器により再生したも

のの閲覧、聴取若しくは視聴、フレキシブルディスクカートリッジに複写したものの交付又は用

紙に出力したものの閲覧若しくは交付 

(費用の納付時期) 

第 9条 条例第 23条に規定する費用は、前納しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由

があるとみとめたときは、この限りでない。 

(訂正請求の手続) 

第 10条 条例第 25条第 1項の規定による書面の提出は、個人情報訂正請求書(別記様式第 6号)によ

り行うものとする。 

2 第 5条第 2項及び第 3項の規定は、個人情報の訂正請求をしようとする者について準用する。 

(訂正請求に対する通知) 

第 11条 条例第 27条第 2項の規定による通知は、個人情報の訂正請求に対する決定通知書(別記様式

第 7号)により行うものとする。 

2 条例第 27条第 3項の規定による通知は、訂正請求に係る決定期間延長通知書(別記様式第 8号)に

より行うものとする。 

(利用停止請求の手続) 

第 12条 条例第 31条第 1項の規定による書面の提出は、個人情報利用停止請求書(別記様式第 9号)

により行うものとする。 

2 第 5条第 2項及び第 3項の規定は、個人情報の利用停止請求をしようとする者について準用する。 
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(利用停止請求に対する通知) 

第 13条 条例第 33条第 2項の規定による通知は、個人情報の利用停止請求に対する決定通知書(別記

様式第 10号)により行うものとする。 

2 条例第 33条第 3項の規定による通知は、利用停止請求に係る決定期間延長通知書(別記様式第 11

号)により行うものとする。 

(補則) 

第 14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

(施行期日) 

1 この規則は、平成 17年 7月 1日から施行する。 

(須崎市パソコン LAN運用規則の廃止) 

2 須崎市パソコン LAN運用規則(平成 13年須崎市規則第 20号)は、廃止する。 

(須崎市電子計算組織の管理運営に係る個人情報の保護に関する条例施行規則の廃止) 

3 須崎市電子計算組織の管理運営に係る個人情報の保護に関する条例施行規則(平成 4年須崎市規則

第 6号。以下「旧電算規則」という。)は、廃止する。 

(経過措置) 

4 この規則の施行前に旧電算規則の規定により行われた個人情報の記録内容の開示又は訂正等の請

求については、旧電算規則は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。 

附 則(平成 28年 4月 1日規則第 26号) 

この規則は、平成 28年 4月 1日から施行する。 

別記様式第 1号(第 3条関係) 
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別記様式第 2号(第 5条関係) 
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別記様式第 3号(第 6条関係) 
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別記様式第 4号(第 6条関係) 
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別記様式第 5号(第 6条関係) 
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別記様式第 6号(第 10条関係) 
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別記様式第 7号(第 11条関係) 
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別記様式第 8号(第 11条関係) 

 

https://www.city.susaki.lg.jp/reiki/reiki_honbun/o307RG00000475.html


12 

 

別記様式第 9号(第 12条関係) 
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別記様式第 10号(第 13条関係) 
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別記様式第 11号(第 13条関係) 
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